
議案 第５６号 

 

工事請負変更契約の締結について 

 

 平成２９年第１回定例議会において議決された、上鶴線道路改良工事のうち、契約

金額「１５４，４４０，０００円」を「１５８，４６２，９７０円」に変更すること

とする。 

 

平成２９年 ６月 ８日  提出 

 

山都町長  梅 田  穰 

 

 

（提案理由） 

  本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１７年山都町条例第５５号）第２条の規定により、議

会の議決を経る必要があります。 

  これが、この議案を提出する理由です。 












